
屋外広告物の点検強化に係る規則の改正に関する報告について

1

資料５－１

１ 点検強化促進の背景と規則改正までの審議経過

令和４年12月 都「TOKYO強靭化プロジェクト」策定

令和６年７月10日 東京都広告物審議会

・点検項目の具体化について規格等検討小委員会で審議することを報告

令和６年７月31日・10月11日・12月２日 規格等検討小委員会

・点検報告書等改正案、屋外広告物の安全の確保に関する方向性（答申案）
について審議

令和６年12月17日 東京都広告物審議会

・点検報告書改正案、答申案について原案可決

令和７年３月25日 施行規則改正、公布

令和８年４月１日 改正施行規則施行、改正後の点検報告書の運用開始

「激甚化する風水害から都民を守る」

強風対策･･･強風による看板等の飛散事故等を防止

→屋外広告物自己点検報告書の点検項目を具体化し、看板等の点検強化を促進
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２ 点検報告書の様式改正について

【改正のポイント】

① 点検時期を明確化

（申請前３か月以内に実施）

② 点検箇所・点検項目を

具体的に提示（18項目に増加）

③ 点検結果評価区分の変更

（３段階（良好・経過観察・

要改善））と異常・改善の記載

④ 報告書への写真添付を明確化

⑤ 点検報告書の名称の変更

（屋外広告物安全点検報告書）
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３ 公布後の周知等について

・規則改正のリーフレットを作成し、都内区市町の許可申請窓口に配布、

制度周知の協力を依頼するとともに、都のホームページに掲載

・令和７年７月１日（火）に屋外広告物所有者や事業者等に向けた

「屋外広告物の点検に関する説明会」を開催

・不動産業団体（全日、東宅）の広報誌へ記事を掲載

リーフレット
全日本不動産協会東京都本部

広報誌（不動産東京）
東京都宅地建物取引業協会

広報誌（宅建）
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４ 「屋外広告物の点検に関する説明会」（１）開催概要

○日 時 令和７年７月１日（火）１４時００分～１６時００分

○場 所 都議会議事堂１階 都民ホール

○内 容 （１）点検報告書様式改正について

（２）屋外広告物の点検について※

※東京屋外広告美術協同組合（東広美） 清水副理事長によるご講義

（３）質疑応答

○対象者 屋外広告物所有者、広告主、管理者、屋外広告業登録業者

○参加者 １７０名（うち事業者１５７名、自治体職員１３名）

開催後、当日説明資料や主な質疑応答についてホームページへ掲載
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４ 「屋外広告物の点検に関する説明会」 （２）当日の様子

【開会挨拶】 【東京都より様式改正の説明】

【東広美・清水副理事長よりご講義】 【会場の様子】
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４ 「屋外広告物の点検に関する説明会」 （３）主な質疑

質 問 回 答

【点検時期】
○点検時期を申請前３か月以内とした根
拠は何か。

○申請が許可期間を過ぎても問題ないか。
○補修に時間がかかってしまった場合、
申請前に再度点検を行う必要はあるか。

○広告物審議会において議論し、点検に係る
契約・実施・改善などの期間を考慮したう
えで、申請前３か月以内とした。

○条例上は、許可期間満了後遅滞なく除却で
はあるが、即除却・罰則適用とはならない。

○運用については許可権者へ相談されたい。

【施行時期】
○予算化していない申請者の存在が考え
られ、その負担の大きさを踏まえると、
公布から施行までが１年では短い。

○金銭面での負担はご意見の通りだが、広告
物審議会で適切な周知期間を議論したうえ
で１年としたので、ご理解いただきたい。

【点検方法】
○高所作業車を使用した目視点検を２年
ごとの更新の度に行う必要があるのか。
所有者にとって負担が大きい。

○設置状況は様々であるため、点検方法の定
めはない。業界団体の基準等を参考に、ご
自身で判断の上、点検を実施されたい。

【建物所有者の責任】
○入居しているテナントの看板に関して、
オーナーも責任を負うのか。

○条例に定めるオーナーの管理義務の規定の
趣旨に基づき、点検を実施されたい。
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５ 施行前後における窓口の対応状況等について

【施行前】

・ 点検費用に関する相談が増加

例① 申請者（設置者等）、屋外広告物管理者より

「点検項目増により、費用面での負担が重い」

例② 屋外広告物管理者より

「申請者に対する増額交渉がしづらい。費用面に関して行政からも声掛けを」

・ 「点検が容易でない屋上の広告物に対しても、一律に全点検項目の点検が必要か」

との声あり

【施行後】

・ 具体的な申請方法について、東京都所管区域において確認したところ、いくつか質

問は来ているものの、大きな混乱は無く新様式へ移行されている状況
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